
犯罪被害に遭うということは、命を奪われる（家族を失う）、けがをする、

物を盗まれるなどの直接的な被害だけでなく、

・ 事件に遭ったことによる精神的ショックや身体の不調

・ 医療費の負担や失職、転職等による経済的困窮

・ 捜査や裁判の過程における精神的、時間的負担

・ 周囲の人々の無責任なうわさ話やマスコミの過剰

な取材、報道によるストレス・不快感

などの被害後に生じる様々な問題（二次的被害）に苦し

められます。

犯罪被害は、いつ誰の身に起こるか分かりません。もし自分が被害に遭

ったら、自分の大切な人が被害に遭ったらと考えて、 犯罪被害に遭われた

方が、少しでも早く回復し、平穏な生活を取り戻すことができるように社

会全体で支えていきましょう。
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